
一
一
一
・
一
一
一

・
一
一一
一

履 歴 事 項 全 部 証 明書
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特定非営利活動法人環境アイエスオー自己宣言相互支援ネットワークジャパン
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会社法人等番号 1600-05-009263

名 称 特定非営利活動法人環境アイエスオー自己宣言

相互支援ネットワークジャバン

主たる事務所 滋賀県守山市今市町 139番地 4

法人成立の年月 日 平成 14年 1月 23日

目的等 目的及び業務

この法人は、日本国に住所を有するあらゆる種類・規模の、法人か否か、公的
か私的かを問わず、独立の機能及び管理体制をもつ、企業、会社、事業所、官

公庁 もしくは協会、又はその一部若し くは結合体 (以下 「組織」 とい う。)に
対して環境の保全を図る活動のメリットを啓発するとともに、環境 IS014
001でいう自己宣言 (環境への心づかいを深くし、コンプライアンスを確実
にして自己決定を優先)す る組織を支援する事業を行い、並びに組織の活動
製品及びサービスの質の向上を図るための事業を行い、もって公共の利益の増

進に寄与することを目的とする。

活動の種類
J ―■ i環境の保全を図る活動

|■ 2,三‐機 、医療又は福祉の増進を図る活動‐ ・

|13:ま ちづ くりの推進を図る活動

活動に係る事業の種類

1.IS014001で いう自己宣言 (環境への心づかいを深 くし、コンプ

ライアンスを確実にして自己決定を優先)す る組織を支援する事業

2.社会福祉事業のサービス評価に関する事業
3.組織の活動、製品及びサービスの質の向上に関する事業
4.その他この法人の目的を達成するために必要な事業

平成 23年 10月  6日 変更  平成 23年 10月 11日 登記

目的及び事業

この法人は、人間のもつ「創造」の力で、地域が抱える複雑な課題の解決に

挑むソーシャルデザインの推進に資する調査・研究を行い、各地域においてソ

ーシャルデザインを推進する組織を支援する事業を行い、並びに、組織の活動

の向上を図るための事業を行い、もって公共の利益の増進に寄与することを目

的とする。

この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を

行 う。

1 情報化社会の発展を図る活動

21経済活動の活性化を図る活動      ‐ ・
3 消費者の保護を図る活動

4 前各号に掲げる活動を行 う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援

助の活動

この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行

う。

(1)電子商取引システムの開発に係る事業



■t墓手‐ ==

滋賀県守山市今市町 139番地 4

特定非営利活動法人環境アイエスオー自己宣言相互支援ネットワークジャパン

″
″

″

(2)消費税の二重課税状態の解消に資する事業 |■■ |   ‐
(3)地方・地域・地区・コミュニティの創生 (ゾ|■

―
シヤ
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ザイン)に係る
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電毅9;軍爾腎::告塞豊‐|:言礼111::25占ζ記
役員に関する事項 滋賀暴守山市今市町 139番地 4
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清 水   博

平成 27年  7月  1日 重任

平成 27年  7月  3日 登記

平成 29年  6月 30日 退任

平成 29年  7月  3日 登記

滋賀県守山市今市町 139番地 4

理事      清  水  博

滋賀県守山市今市町 139番地 4

理事      清  水  博

平成 29年  7月  1日就任

平成 29年  7月‐■3日 登記

令和 1年
|17♂ |1早事年

令和|■ 1年 ||||力■11日登記
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令和 元年  7月 12日
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